
指定管理施設の管理運営状況等に係るモニタリング結果 様式7

１　指定管理施設の管理運営状況
（１）施設の状況

（２）収支の状況 （単位：円）

※指定管理業務及び自主事業に係る収支状況です（団体全体の収支状況ではありません）。

（３）利用の状況

平成31年4月1日～平成6年3月31日 E-mail supotsubunka@city.kiryu.lg.jp

評価対象期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

所在地 桐生市織姫町2番5号

施設名称 桐生市市民文化会館 所管課 市民生活部スポーツ・文化振興課

指定管理者名 公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団

問合せ先

電話 0277-46-1111（内線693）

指定期間

利用料金収入 0 委託料 67,573,294

事業収入 955,010 光熱水費 113,443,634

指定管理業務内容

（1）芸術文化事業の企画実施に関すること
（2）施設の使用に関すること（施設使用申請の受付・許可、使用料の収納等）
（3）施設の円滑な管理運営に関すること（施設・設備・備品の維持管理、清掃、警備、受付、案内等）
（4）機械設備等の保守及び維持管理に関すること
（5）水質、衛生に関すること
（6）経理及び会計に関すること
（7）その他、防災に関すること等

収入 支出

指定管理料 253,795,434 人件費 35,639,365

収入合計 255,634,306 支出合計 255,634,306

雑収入 883,862 租税公課費 96,900

その他 38,881,113

使用料収入(円)
(市納付額)

14,405,132 19,028,021 25,857,621

利用料収入(円)
(指定管理者収受額)

令和2年度 令和3年度 令和4年度

年間利用者数(人) 60,980 94,392 197,607
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２　モニタリング結果（所管課による評価）

評価の視点 評価項目
【参考】
指定管理者
自己評価

所管課
評価

サ
ー

ビ
ス
内
容

利用者対応

服装、あいさつ、態度などの接遇は適切であるか Ｂ Ｂ

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行っているか Ｂ Ｂ

利用者に対して設備、備品等を適切に提供しているか Ｂ Ｂ

苦情対応 苦情、要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか Ｂ Ｂ

利用案内 利用方法を分かりやすく説明できる仕組みが構築されているか Ｂ Ｂ

維持管理

清掃、警備、衛生管理等を適切に行っているか Ｂ Ｂ

施設・設備の保守管理、修繕を適切に行っているか Ｂ

Ａ

サービス内容に関する総括評価 Ｂ Ｂ

評価理由
安全に気を配った施設管理に努めた。積極的に助成金を活用し、伝統文化やクラシック等芸術文化事業の
充実を図った。

Ｂ

備品を適切に管理しているか Ｂ Ｂ

ソフト事業
仕様書等に定められた指定管理事業(ソフト事業)を実施しているか Ａ Ａ

事業計画書の即した自主事業を実施しているか Ａ

Ｂ Ｂ

事業計画書に即し、計画的に研修等を実施しているか Ａ Ａ

現金管理 利用者からの料金徴収や現金管理等が適切に行われているか Ｂ Ｂ

人員体制

仕様書等に従った人員を過不足なく配置しているか Ｂ Ｂ

必要な資格、経験等を有する人員が確保されているか

再委託 再委託の内容は、事前に市の承認を受けており、適切であるか Ｂ Ｂ

緊急対応
事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保されているか Ａ Ａ

緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練等が行われているか Ｂ Ｂ

情報公開 情報を適切に管理し、公表する体制が整備されているか Ｂ Ｂ

管理記録
業務日誌などを適切に整備・保管しているか Ｂ Ｂ

点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管しているか

労働条件 労働関係法令を遵守し、労働条件に問題はないか。 Ｂ Ｂ

法令遵守 その他、関係法令、条例等を遵守しているか。 Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

連絡調整
協定書等に従い、各種報告書を市に提出しているか Ｂ Ｂ

市や関係団体との連絡調整を適切に行っているか Ａ Ａ

実施体制に関する総括評価 Ｂ Ｂ

評価理由
協定書や仕様書に従い、各種報告書の提出がなされている。人員体制では有資格者や経験者を配置すると
ともに、自主事業研修や、照明技術研修等職員のスキルアップを図るための研修を積極的に実施した。緊
急対応についても体制を整えている。

実
施
体
制

施設管理 開館日や会館時間等を遵守しているか Ａ Ａ



指定管理料専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理事務を行っているか

３　改善方針（指定管理者に改善を求める事項）

収
支
状
況

経理事務 Ｂ Ｂ

予算執行

収支状況 収支予算書を比較して、収支状況は妥当である。 Ｂ Ｂ

経営状況 経営状況は安定している。 Ｂ Ｂ

予算の範囲内で適切に予算を執行しているか Ｂ Ｂ

経費節減 経費が節減されている。または節減に向けた努力を行っている。 Ｂ Ｂ

収支状況に関する総括評価 Ｂ Ｂ

評価理由
月例報告の中で会計区分ごとに執行状況を報告している。税理士による監査も受けており、収支状況につ
いて適切に管理されている。

総合評価 「サービス内容」、「実施体制」、「収支状況」の総括による総合評価 Ｂ Ｂ

収支状況 　収入確保への工夫と経費の節減や組織内の改革により効率的な運営を行う。

その他

評価理由
協定書及び仕様書に従い、利用者に安全・安心な施設運営と事業の充実を図るとともに、市内の商店やク
ラフト作家と連携した独自の事業も展開し地域の活性化に努めた。

サービス内容
　研修の成果を発揮し、職員全員が分かりやすい説明や親切な対応等質の高いサービスの提供を行う。
　市民のニーズに沿った各種事業をバランスよく展開し、集客率の向上を図る。

実施体制

【評価区分】
項目評価

Ａ(優良) 協定書、仕様書等の内容を遵守し、市の要求水準よりも優れた管理内容である。

Ｂ(良好) 協定書、仕様書等の内容を遵守し、市の要求水準に概ね沿った管理内容である。

Ｃ(課題有) 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。

Ｄ(要改善) 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、管理内容の改善が必要である。

総括評価

Ａ(優良) 評価基準が全てＢ以上であり、かつＡが過半数以上である。

Ｂ(良好) 評価基準が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 評価基準が全てＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 評価基準にＤが含まれている。

総合評価

Ａ(優良) 総括評価が全てＢ以上であり、かつＡが２つ以上である。

Ｂ(良好) 総括評価が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 総括評価がＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 総括評価にＤが含まれている。

↓

↓

【評価区分】
項目評価
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Ｄ(要改善) 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、管理内容の改善が必要である。

総括評価

Ａ(優良) 評価基準が全てＢ以上であり、かつＡが過半数以上である。

Ｂ(良好) 評価基準が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 評価基準が全てＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 評価基準にＤが含まれている。

総合評価

Ａ(優良) 総括評価が全てＢ以上であり、かつＡが２つ以上である。

Ｂ(良好) 総括評価が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 総括評価がＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 総括評価にＤが含まれている。

↓

↓
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Ｃ(課題有) 評価基準が全てＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 評価基準にＤが含まれている。

総合評価

Ａ(優良) 総括評価が全てＢ以上であり、かつＡが２つ以上である。

Ｂ(良好) 総括評価が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 総括評価がＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 総括評価にＤが含まれている。

↓
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Ｃ(課題有) 評価基準が全てＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 評価基準にＤが含まれている。

総合評価

Ａ(優良) 総括評価が全てＢ以上であり、かつＡが２つ以上である。

Ｂ(良好) 総括評価が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 総括評価がＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 総括評価にＤが含まれている。

↓

↓


